
議案第 112 号  

 

 

専決処分について（（仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニティ機能複

合施設建替え工事（電気設備）請負変更契約）  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和７年 11 月 28 日  

 

 

 提出者   立川市長  酒  井  大  史  

 

 

 理由  

  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第３項の規定及び立川市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38年立川市条例第

68号）第２条の規定による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書  

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定に基づき、次を別紙

のとおり専決処分する。  

 

 

（仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設建替え工事（電

気設備）請負変更契約  

 

 

 令和７年 10 月 31 日  

 

 

            立川市長  酒  井  大  史  

  



（仮称）立川市砂川 学習館・地域コミュ ニティ機能複合施設 建替え工事

（電気設備）請負変更契約  

 

 （仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設建替え工事（電気設

備）請負契約（令和５年 10 月 31 日議決、立川市議案第 102 号）を次のとおり変更

し、契約を締結する。  

記  

１  工  期  限  令和８年１月 30 日  

 



（参 考） 

   （仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設建替え工事（電気設備）請負変更契約 

   変更対照表 

区  分 新  契  約 

変更契約（令和７年９

月29日議決、立川市議

案第100号） 

変更契約（令和７年６

月26日議決、立川市議

案第67号） 

変更契約（令和６年12

月23日議決、立川市議

案第121号） 

 

当   初   契   約 

契約の名称 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし （仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニテ

ィ機能複合施設建替え工事（電気設備）請負

契約 

契約の方法 変更なし 変更なし 変更なし 随意契約 電子による条件付き一般競争入札 

契約の金額 変更なし 変更なし １５４，７０４，０００円 １４５，０９０，０００円 １４１,６８０，０００円 

契 約 の 

相 手 方 

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 立川市曙町３丁目 41 番 10 号 

株式会社ジェイテック 

代表取締役 安 部 敏 行 

工 期 限 令和８年１月30日 令和７年10月31日 変更なし 令和７年９月30日 令和７年２月17日 

内 容 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし (1) 新築施設概要 

ア  学 習 館 等 複 合 施 設  延 床 面 積

1,127.29 平方メートル、鉄骨造、２階

建て 

イ 駐車場 延床面積 12.30 平方メート

ル、鉄骨造、１階建て 

(2) 主要工種 

ア 電気設備工事   一式 

イ その他工事    一式 
 



（参考）

砂川町５丁目

砂川町１丁目

立川市砂川中央地区

多目的運動広場

砂川町４丁目

工事場所：立川市砂川町１丁目52番地の７

主要地方道７号杉並あきる野線

案　内　図
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（仮称）立川市砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設建替え工事（電気設備）


